
B）の⽅式においてもサーバーを介した個⼈情報の移動に関して、個⼈情報保護に関す
る精査が必要である。 

２ 基幹システムへの登録には、所属元の⼤学（部局）、主
任者の承認も必要である。 
（つまり、個⼈が所属元の⼤学（部局）、主任者の承認
なしに登録することを防ぐシステムが必要である） 

所属元の⼤学（部局）、主任者が確認承認できる学内 RI システムを構築・提供する。 
例として、所属元の学内 RI システムにマイページなどを構築し、⼤学・主任者の承認を

得た後に、本⼈が基幹システム登録を⾏う⽅法が考えられる。 

３ 派遣先・所属元共に、紙ベース、印鑑システムから、電
⼦ファイルシステムに変える必要がある。 

現在の社会情勢の変化により、脱印鑑が進めば可能になる。 

４ ⼤学内でも放射線業務従事者情報が集約されていない。 
（⼤学内でも管理⽅法が⼀定でない。学内の統⼀につい
ても考える必要がある。） 

今回の事業等により、管理システムが提供されれば、集約・統⼀が進むことが期待される。 

５ 健康診断、教育、被ばく記録で扱いが異なる。特に、健
康診断データの扱いは⼤学毎に異なっている。 
（RI 施設管理、保健センター管理、部局管理など） 
・健康診断に関しては、基幹システムに登録すべき情報
の種類・項⽬についても統⼀する必要がある。 

課題１-解決策 Bの⽅法により、個⼈情報保護の問題は解決できると考えられる。 
但、健康診断データは⼤学毎に取扱⽅法が⼤きく異なるため、健康診断データを電⼦データ
として本⼈に提供し、基幹システムに登録する⽅法については詳細な検討が必要である。 
・健康診断に関しては、基幹システムに登録する必要がある情報の種類・項⽬について精査
し、（規制庁・厚労省・放射線安全協会も含めて）コンセンサスを得たうえで、システムに
反映させる。 
 

６ 過去の情報は紙ベースのものもあり、遡っての情報利⽤
は電⼦化の作業が必要となる。 

今回の事業等により、管理システムが提供されれば、電⼦化が進むことが期待される。 

７ 現有の学内 RI 管理システムとの互換性の問題を解決す
る必要がある。 

基幹システム開発時に、互換性の問題を解決できるように⼯夫する。 
システム開発企業との情報交換・協⼒が必要。 

８ RI 規制法以外の従事者情報（X線、電離則）の取扱につ
いても考慮する必要がある。 

現状・要望を把握し、対応可能な基幹システムあるいは学内 RI 管理システムを提供する。 
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9 予防規程に個⼈情報に関する記述を加える必要がある。 必要に応じて、予防規程に加えるべき記述の案を提供し、予防規程の改訂を推奨する。 
10 クロスアポイントメント教員などに対する対応も考え

る必要がある。 
クロスアポイントメント協定書等により、RI 従事者の管理責任を明確化する必要がある。 

 
 
② 理化学研究所播磨事業所（Spring８）におけるペーパーレス化に関する意⾒交換 

2021年 10 ⽉ 26⽇付で、理化学研究所播磨事業所安全管理室から「放射線業務従事者登録等⼿続きペーパーレス化について」の案内が発出されたため、
理化学研究所播磨事業所（Spring８）のシステム（以下、理研システム）について意⾒交換を⾏った。概要は以下の通り。 
・ 理研システムでは、利⽤者本⼈が理研システムに利⽤申請した後に、所属元の⼤学（部局）、主任者に確認承認依頼のメール連絡が送られ、所属元の⼤学

（部局）、主任者が確認承認する流れになっている。 
・ 上表の１B、及び２の案に類似したものであり（但、所属元の学内承認の前に申請する点は異なっている）、理研システムは概ね本 WG の⽅針と⼀致し

ている。 
・ 理研システムにより上表の項⽬３及び４が進展するものと考えられる。 
・ 本 WG で検討している⼀元管理システムとは、登録する情報の種類・項⽬（上表の５）が異なる可能性があるため、これらの点に関する精査が必要であ

る。 
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原子力規制庁ネットワーク事業ワーキンググループ２ 

第２回 継続的な利用のための試算・検討ワーキンググループ議事要旨 

 

日時：令和 3年 1月 7日 17:00~18:30 
Zoom オンラインミーティング 

出席者：柴（金沢大）、原（東京医歯大）、佐々木（富士電機）、渡部（東北大）、佐藤（東北

大）、吉村（阪大） 

 

（１）  以下の条件で試算した。 

１−１． 保守及び運営に関する事務は企業に外注。 

１−２． 保守は企業に外注、運営に関する事務は大学にて事務員を雇用。 

２−１． 別途作成する教育訓練システムと融合させ、運用する。保守及び運営に関する事務は企業に

外注。 

２−２． 別途作成する教育訓練システムと融合させ、運用する。保守は企業に外注、運用に関する事

務等は技術者を雇用。 

 

 

１−１．保守及び運営に関する事務は企業に外注 

 

保守費用全体の概算 

サーバー、ネットワークは大学のレンタルサーバー、専用ネットワーク（SINET－５）を利用する。 

保守費用は初年度、2 年度以降で異なるためそれぞれの費用算出を行う。表 1－1 参照のこと。 

①初年度      初回のみ必要な負担＋保守費用 

 ②２年度以降    保守費用 

 

保守費用負担額試算 

費用負担は 3 つのパターンで検討し、施設ごともしくは利用者ごとの費用算出を行う。表 1－2 を参照の

こと。 

①一括支払い      毎回の費用を利用者負担 

②サブスクリプション  定額制：ハード、保守費を定額負担 

               ｱ) 1 施設負担（想定施設数） 

               ｲ) 1 人負担（想定利用者数） 

③リカーリング     従量課金制：ａ．システム機器更新費用は運営者負担 

                  ｂ．保守費は利用者の定額負担 

                    -1 1 施設負担（想定施設数） 

                    -2 1 人負担（想定利用者数） 
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※ただし以下を除く。 

・利用者が使用する PC、ハブ等のハード費用 

・アプリケーションソフトの基本ベースにかかわる見直し、設計・作成費用 

・予期せぬ事象による対応・対策費用 

 

対象とする施設、人数 

ア）利用施設 25 施設（21 大学＋4 施設（QST,SPring8,KEK,JPARK)） 

イ）利用者数 10,000 人 

 

 

 

表 1－1 年間保守費等の試算 

（円） 

No. 項目 概算内訳 概算費用 備考 

1 サーバー、ネットワ

ーク利用 

継続

運用 

― 0 0 大学レンタルサーバー、専用ネットワー

ク(SINET-５)利用 

2 システムメンテナン

ス費 

継続

運用 

管理責任者 

事務 

4,000,000 

4,500,000 

8,500,000 50週、週 1 回管理 

派遣（年間）1 名、エラー管理、請求・

回収・経費管理 

3 シス テム機器更

新費 

継続

運用 

― 500,000 500,000 東北大所掌（サーバー機器） 

4 メンテナンス 継続

運用 

メンテナンス 

プログラム修正 

トラブル対応 

バグ修正 

960,000 

800,000 

640,000 

800,000 

3,200,000 メンテナンス、ログ確認 4半期ごと 

修繕 

利用者トラブル対応 

利用時におけるバグ出現、修正 

5 アプリケーションソ

フト改造 

継続

運用 

― 800,000 800,000 機能改造 

6 PDF変換ソフト 初年

度 

― 450,000 450,000 Office Server Document Converter

 Professional 

7 アプリケーションソ

フト 

継続

運用 

― 1,500,000 1,500,000 オープンソースソフトウェア（年間サブスク

リプション） 

合計 
初年度 14,950,000 No.1～7 

2 年度以降 14,500,000 No.1～5、7 

 

 

  

A-175



 3 

表 1－2 負担方法の違いによるコスト 

   （円） 

項目 初年度費用（年間） ２年度以降（年間） 備考 

①一括支払い 14,950,000 14,500,000  

②サブスクリプション 
ｱ)     598,000 ｱ)     580,000 1 施設負担（25 施設として） 

ｲ)       1,495 ｲ)       1,450 1 人負担（10,000 人として） 

③リカーリング 

ａ．   500,000 ａ．    500,000 運営負担 

ｂ．-1 578,000 ｂ．-1  560,000 1 施設負担（25 施設として） 

    -2    1,445     -2    1,400 1 人負担（10,000 人として） 

 

 

 

１−２． 保守は企業に外注、運営に関する事務は大学にて事務員を雇用 

佐々木氏作成の保守概算額に対して、人員を大学にて雇用（週 30時間勤務）した場合の費用 
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表 1－3 年間保守費等の試算 

   （円） 

No. 項目 概算内訳 概算費用 備考 

1 サーバー、ネット

ワーク利用 

継続

運用 

― 0 0 大学レンタルサーバー、専用ネ

ットワーク(SINET-５)利用 

2 システムメンテナ

ンス費 

継続

運用 

管理者、事務 3,500,000 

 

3,500,000 システム管理、ユーザーサポー

ト、請求・回収・経費管理（年

間）1名 

3 システム機器更

新費 

継続

運用 

― 500,000 500,000 東北大所掌（サーバー機器） 

4 メンテナンス 継続

運用 

メンテナンス 

プログラム修正 

トラブル対応 

バグ修正 

960,000 

800,000 

640,000 

800,000 

3,200,000 メンテナンス、ログ確認 4 半期

ごと 

修繕 

利用者トラブル対応 

利用時におけるバグ出現、修

正 

5 アプリケーション

ソフト改造 

継続

運用 

― 800,000 800,000 機能改造 

6 PDF変換ソフト 初年

度 

― 450,000 450,000 Office Server Document C

onverter Professional 

7 アプリケーション

ソフト 

継続

運用 

― 1,500,000 1,500,000 オープンソースソフトウェア（年間

サブスクリプション） 

合計 
初年度 9,950,000 No.1～7 

2 年度以降 9,500,000 No.1～5、7 

 

表 1－4 負担方法の違いによるコスト 

   （円） 

項目 初年度費用（年間） ２年度以降（年間） 備考 

① 一括支払

い 
9,950,000 9,500,000  

②サブスクリプ

ション 

ｱ)     398,000 ｱ)     380,000 1 施設負担（25 施設として） 

ｲ)         995 ｲ)         950 1 人負担（10,000 人として） 

③リカーリング 

ａ．   500,000 ａ．    500,000 運営負担 

ｂ．-1 378,000 ｂ．-1  360,000 1 施設負担（25 施設として） 

    -2      945     -2      940 1 人負担（10,000 人として） 
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２−１. 別途作成する教育訓練システムと融合させ、運用する。保守及び運営に関する事務は企業に外

注。 

 

既存アプリケーションソフトに新たに開発する教育訓練システム（大学独自に実施）からの教育訓練結果

情報を結合させる。保守費用全体額、保守費用負担は 1-1 項と同条件とする。対象とする施設数、人

数は以下のとおりとした。また本システムはより多くの放射線業務従事者に利用を促進させるため、大学、

大学共同利用機関以外に民間企業などの取入れによる施設、利用者を想定して算出する。 

 

対象とする施設、人数 

ア）利用施設 70 施設（大学および共同利用施設） 

イ）利用者数 25,000 人 
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表 2－1 アプリ改造（教育訓練システム情報結合）と年間保守費用概算 

   （円） 

No. 項目 概算内訳 概算費用 備考 

1 サーバー、ネットワー

ク利用 

継続

運用 

― 0 0 大学レンタルサーバー、 

専用ネットワーク(SINET-５)利用 

2 システムメンテナン

ス費 

継続

運用 

管理責任者 

ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ 

事務 

4,000,000 

12,000,000 

4,500,000 

20,500,000 50週、週 1 回管理 

派遣（年間）1 名、エラー管理、請

求・回収・経費管理 

3 システム機器更新

費 

継続

運用 

― 500,000 500,000 東北大所掌（サーバー機器） 

4 メンテナンス 継続

運用 

メンテナンス 

プログラム修正 

トラブル対応 

バグ修正 

960,000 

800,000 

640,000 

800,000 

3,200,000 メンテナンス、ログ確認 4半期ごと 

修繕 

利用者トラブル対応 

利用時におけるバグ出現、修正 

5 アプリケーションソフ

ト改造 

継続

運用 

― 800,000 800,000 機能改造 

6 PDF変換ソフト 初年

度 

― 450,000 450,000 Office Server Document Conve

rter Professional 

7 アプリケーションソフ

ト 

継続

運用 

― 1,500,000 1,500,000 オープンソースソフトウェア（年間サブ

スクリプション） 

8 教育訓練システム

データ結合 

初年

度 

設計費用 

ｿﾌﾄ作成・改造 

試験費用 

管理費 

160,000 

400,000 

240,000 

160,000 

960,000 基本、詳細設計 

ソフト作成 

単体、結合試験 

管理経費 

合計 
初年度 27,910,000 No.1～8 

2 年度以降 26,500,000 No.1～5、7 
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表 2－2 負担方法の違いによるコスト 

   （円） 

項目 初年度費用（年間） ２年度以降（年間） 備考 

①一括支払い 27,910,000 26,500,000  

②サブスクリプション 

ｱ)     398,714 ｱ)      378,571 1 施設負担（70 施設として） 

ｲ)       1,116 ｲ)        1,060 1 人負担（25,000 人として） 

ｳ) 大学：   329 

   企業： 1,642 

大学：   312 

   企業： 1,559 

大学 10,000 人、企業 15,000 人 

負担額 1:5 

③リカーリング 

ａ．   500,000 ａ．     500,000 運営負担 

ｂ．-1 391,571 ｂ．-1   371,429 1 施設負担（70 施設として） 

    -2    1,096     -2     1,040 1 人負担（25,000 人として） 

c. 大学：   323 

   企業： 1,613 

大学：   306 

   企業： 1,530 

大学 10,000 人、企業 15,000 人 

負担額 1:5 
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２−２． 別途作成する教育訓練システムと融合させ、運用する。保守は企業に外注、運用に関する事

務等は技術者を雇用。 

 

佐々木氏作成の保守概算額に対して、人員を大学にて雇用（週 30時間勤務）した場合の費用 

 

表 2－3 アプリ改造（教育訓練システム情報結合）と年間保守費用概算 

   （円） 

No. 項目 概算内訳 概算費用 備考 

1 サー バー 、

ネットワーク

利用 

継続

運用 

― 0 0 大学レンタルサーバー、 

専用ネットワーク(SINET-５)利用 

2 シ ス テ ム メ

ン テ ナ ン ス

費 

継続

運用 

管理、事務 5,000,000 

 

5,000,000 システム管理、ユーザーサポート、請求・回収・

経費管理（年間）1名 

3 システム機

器更新費 

継続

運用 

― 500,000 500,000 東北大所掌（サーバー機器） 

4 メンテナンス 継続

運用 

メンテナンス 

プログラム修正 

トラブル対応 

バグ修正 

960,000 

800,000 

640,000 

800,000 

3,200,000 メンテナンス、ログ確認 4半期ごと 

修繕 

利用者トラブル対応 

利用時におけるバグ出現、修正 

5 アプリケーシ

ョンソフト改

造 

継続

運用 

― 800,000 800,000 機能改造 

6 PDF 変換

ソフト 

初年

度 

― 450,000 450,000 Office Server Document Converter Profe

ssional 

7 アプリケーシ

ョンソフト 

継続

運用 

― 1,500,000 1,500,000 オープンソースソフトウェア（年間サブスクリプショ

ン） 

8 教 育 訓 練

システムデ

ータ結合 

初年

度 

設計費用 

ｿﾌﾄ作成・改造 

試験費用 

管理費 

160,000 

400,000 

240,000 

160,000 

960,000 基本、詳細設計 

ソフト作成 

単体、結合試験 

管理経費 

合計 
初年度 12,410,000 No.1～8 

2 年度以降 11,000,000 No.1～5、7 

表 2－4 負担方法の違いによるコスト 

   （円） 
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項目 初年度費用（年間） ２年度以降（年間） 備考 

① 一括支払い 12,410,000 11,000,000  

②サブスクリプション 

ｱ)     177,286 ｱ)      157,143 1 施設負担（70 施設として） 

ｲ)         497 ｲ)          440 1 人負担（25,000 人として） 

ｳ) 大学：   146 

   企業：   730 

大学：   130 

    企業：   648 

大学 10,000 人、企業 15,000 人 

負担額 1:5 

③リカーリング 

ａ．   500,000 ａ．     500,000 運営負担 

ｂ．-1 170,143 ｂ．-1   150,000 1 施設負担（70 施設として） 

    -2      477     -2       420 1 人負担（25,000 人として） 

c. 大学：   141 

   企業：   701 

大学：   124 

    企業：   618 

大学 10,000 人、企業 15,000 人 

負担額 1:5 

 

 

保守体制別のメリット、デメリット考察 

 企業に一括委託した場合と一部を大学対応とした場合のメリット、デメリットを検討した。 

 企業に一括委託した場合 一部を大学対応とした場合 

システム監視 管理体制が一元的に構築される。システムに精

通した人員を配置させることでエラーや不測の事

態では、管理責任者との連携が図られる。 

管理体制が大学、企業に分割されるため企業側

との意思疎通をスムーズに図る必要あり。 

技能者の配置や派遣契約期間があるため、継続

的な人員確保に課題有り。 

品質保証 アプリケーションソフト運営保守全体と維持のた

めの品質管理を行わせることができる。 

アプリケーションソフトの保守を企業にさせることで、

維持に関する品質管理を行わせることができる。 

コスト 一部大学対応とした場合に比較し、費用は大

きくなる。 

企業に一括委託した場合より、費用は小さくな

る。 

 

 

（２） WG としての意見 

従事者管理のデータやり取りの DX だけでは、費用に対する利用者及び各施設が感じるメリットが薄

い。そのため、教育訓練の DX システムと連動させることが重要である。企業と大学で費用の差をつ

けることによって、大学が現実的に費用負担できる範囲に収まってくると考えられる。教育訓練の教

材開発が必要であるが、これはいくつかの大学が分担することで対応し、教材開発をした大学につい

ては、一定期間ディスカウントする等で対応する方法も考えられる。 
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現行システムの特徴 現行システムの○メリット/▲デメリット 次世代システムに求められる機能

紙ベースでのやりとりを電子化した。

(1) 従事者情報(被ばく，健康診断，教育訓練)
(2) 所属元で従事者として管理されていることの証明
　　(従事者証明)
(3) 放射線業務に従事することについての所属元の承認
　　(利用承認)

○ 手続きの迅速化。
▲ 従事者情報は登録時の一点だけが提供され，リアル
タイムの情報が得られるものではない。したがって，施

設側は厳密には法令が定める項目を保管記録していると

は言い難い。

(1) 従事者情報をリアルタイムで取得する仕組み
案1: 共通プラットフォーム(SaaS)で従事者管理を運用
　　し，派遣元も施設側も同じ情報を持つ。(図1)
案2: 利用者個人を中心とした設計とし，個人が定期的
　　に自分の情報を施設側に提供する仕組みを作る。

　　(図2)　この場合，共通CSVフォーマットの改訂
　　が必要。

(2) 法令改正
従事者管理を施設ではなく雇用者(派遣元)の義務とする
方向での法令改正も考えられる。(RI規制法だけでなく
電離則も含めて新たな規制の枠組みが必要になる可能性

もある。)

システムの利用者は，大学等の「放射線管理担当者」を

充てた。

○ システムでのやりとりが従事者証明と利用承認を担
保していた。

▲ 個人情報保護上の問題がある。(←WG01)

利用者本人を中心とした設計にする。この場合，次の機

能が必要;
・データのセキュリティと検証可能性の保証。

　(例: blockchain)
・派遣元と施設の間で従事者証明と利用承認を交換

　する仕組み。

・将来的には，本人確認のための仕組みが必要となる

　可能性がある。(例: マイナンバーの利用)

L2-VLANによる閉じたネットワーク上にシステムを構築
した。

○ セキュリティがある程度担保される。
▲ インターネットを経由したサービス(メール等)が使え
ず，不便があった。

セキュリティと利便性を両立させるシステム構成。

(例: データベースサーバ，Webインターフェース，メー
ルサーバをそれぞれ別に立てて，ファイアウォールでセ

キュリティを確保する等。)

▲  一元管理システムの利用促進を図るため，教育訓練
のサービスがあるとよい。(←WG02)

教育訓練システムとの連携。

セキュリティ等を考慮すると，従事者情報一元管理と教

育訓練は別のシステムとすべきである。その上で，両シ

ステムが連携を取るようにするか，あるいは利用者個人

を中心としたシステム設計の中で実現する。
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大学
大学で使用するオンラ

イン講義システム

従事者一元管理システムとオ

ンライン講義システムとの連

携方法に関する提案

その他、教育訓練についての意見・提案等 類似サービス

東京大学 CANVAS

従事者一元管理システムはク

ローズなネットワークである

ため、連携が難しい可能性が

ある。

教育システムを安定的かつ持続的に運用する必要がある。法令

改正等にあわせて、教育訓練内容を更新する必要がある。数多

くの施設の要望や教育訓練の実情を調査し、多くの施設が利用

可能な教育訓練の内容を作る必要がある。さらに、規制庁が受

け入れる内容にする必要性もある。

以上の課題を解決するためには、公的性格をもつ組織（日本ア

イソトープ協会など）が関与することが重要。運営主体として

大学は不向き。

神戸大学

・エックス線作業従事

のための教育訓練に

は、moodle
　　（moodleでは厳密
な時間管理できない）

・放射性同位元素等規

制法による教育訓練に

は、Leafシステム
　　（時間管理可能）

・教育訓練の受講履歴が自動

的に反映し、判定、閲覧・確

認に供されると良い。

・教育訓練のメニューで、共

通メニュー、他機関独自のメ

ニュー（安全取扱、予防規

程）も同時に反映されて承認

手続に供せられると良い。

・大学ごとに教育訓練の時間や項目が異なるため、共通メ

ニューを準備することが重要。教育訓練の内容が標準化される

メリットは大きい。

・オンライン講義システムを管理する主体を作る必要がある

が、運営主体の選定、運用・メンテナンスの費用が課題。大学

等放射線施設協議会のような、より多くの機関が参加し、意見

を吸い上げやすいところが良いと思われる。（日本アイソトー

プ協会との関係も整理する必要がある）

千葉大学 Moodle

現在の千葉大学のシステムで

は、Moodleが学内専用である
ため、外部システムとの連携

は難しい

・大学ごとに教育訓練の時間や項目が異なる。これに合わせた

教育訓練カリキュラムを作る必要があるので、多様な講義を準

備する必要がある。共通部分と各大学の独自部分を分けて、共

通部分のみ提供し、独自部分は各大学から提出してもらう方式

もあり得る。

・オンライン講義システムを管理する主体を作る必要がある。

予算が絡むので、難しい問題ですが、センター長会議か、施設

協議会などが適切と思われる。

・RI施設の相互利用を前提にすると、各大学等が従事者に要求
する教育訓練の中身を開示する必要がある。

長崎大学 Blackboard 特になし

　各大学で利用者の実情に合わせた特色ある教育訓練を行うこ

とを妨げてはならないので、各大学に合わせるのではなく、ど

のような大学でも使用できそうな共通項目、基礎項目をまず公

開すれば良いのではないかと思います。

　また、有料ベースではアイソトープ協会が継続的に開発公開

していますので、それに対するこちらの教育訓練コンテンツ配

信の優位性を明確にしておいた方が良いと思います。

日本アイソトープ協会：

放射線業務従事者のための教

育訓練講習会

https://jrias.smktg.jp/public/
seminar/view/206

東北大学
moodleをベースにした
独自システム

一元管理システムが外部に接

続できないので連携に問題が

発生する。

初期教育の内容は類似しているので、共同することが良い。

京都大学

大学の講義の受講など

の情報管理は独自の

京都大学教務情報シス

テム（KULASIS）及び
授業支援システム

（PandA）を使用するが
講義自体は「ZOOM」
を用いている。

また、再教育訓練は、

独自の放射線取扱者個

人管理システム

（KRUMS）と連携した
e-learningシステムを京
大の情報環境機構との

協力のもとに作成し、

それを用いている。

放射線取扱者個人管理システ

ム（KRUMS）を運用してお
り、外部システムとの接続は

容易ではない。
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資料 A 
  



問題点・課題の整理

・大学ごとに異なるe-learningシステムを利用しており、それぞれ一長一短がある。どのようなシステムがオンライン教育訓練に最適であるかについて調査研究
が必要。

・試験開発中の「従事者一元管理システム」には外部と連結できないため、「従事者一元管理システム」とオンライン教育訓練システムの連携については調査研

究が必要。

・事業所ごとにニーズが異なるため、基礎的教育カリキュラムと専門的カリキュラムなどを準備することが望ましい。なお、教育訓練の内容が標準化されるメ

リットは大きいため、全国的にニーズが強い。

・法令改正等にあわせて、教育訓練内容を更新する必要がある。数多くの施設の要望や教育訓練の実情を調査し、多くの施設が利用可能な教育訓練の内容を作る

必要がある。さらに、規制庁が受け入れる教育訓練の内容にする必要性もある。

・今後、上記課題の調査研究を実施するためには適切な規模の予算の確保が必要。

　以上の課題を解決し、かつ、教育システムを安定的かつ持続的に運用するためには、公的性格をもつ組織が教育システム運用を担う必要性がある。運営主体と

して大学は不向きと思われる。
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資料 6. 実習資料(VI) 

  

ࣰसᶚʰඉື෩๎ࣻಋҒݫોखѽࣰसϕϫήϧϞݗ౾ʱ 
 
 
ʨదʩ 
;ٶүگ͏͵Κ͵͜Ηͻ͵Δߨ๑րਜ਼ͶΓΕɼॵΌͱ؇ཀྵۢҮͶཱིͬΖͶۛ࠹
ுઈճوΚΗͪ๎ࣻતߨ͚͘րਜ਼͠ΗͪɽΉͪ͞ΗͶͮͱ਼͗ؔ࣎࿇܉
ͲɼͨΗͩΗ๎ࣻતࢬઅࣰସͶܙ͑Ͳگү܉࿇ΝࣰͤࢬΖ͞ͳ͗،གྷͲ͍Ζ
͢ݡ࿇ϕϫήϧϞ܉үگॶͶ͕͏ͱ͞ΗΔଲԢͲɼۂࣆઈ͠Ηɼ֦͗ࢭ
ΝਦΔΗͱ͏Ζ͞ͳͲ͍Θ͑ͳࢧΚΗΖɽ 
ָگүؖؽڂݜͶ͕͏ͱͺɼ͞͞ͲॵΌͱ๎ࣻતͶܠΚΖָਫ਼ΏंڂݜΝଲে
Ͷگү܉࿇ΝࣰͤࢬΖ͞ͳ͗ଡ͏ɽΉͪɼಝͶື෩͠Ηͱ͏͵͏๎࣯ࣻΝѽ͑ࢬ
અͶ͕͏ͱͺɼ͞ΗΔखΕѽ͏๏๑ΝްՎదͶָसͦ͠ΖͪΌɼࣰसΝ͑ܙͲ
ժ͢ͱ͏Ζͳܯͱ͏Ζͳ͞ΘΉͪɼ͞Η͖ΔखΕΗͪ͏ͳ͢࠷सճΝߪ࿇܉үگ
͞Θଡ͚͍ΖͳࢧΚΗΖɽ 
͑ͪ͢͞ഐܢΝಁΉ͓ɼࠕյݜरճʨࣰस̐ʩͶ͕͏ͱͺɼਕگүͶ͕͜Ζඉື
෩ RI Ν࢘༽ࣰͪ͢सϕϫήϧϞͺʹ͍͑Ζ΄͖͘ΝɼښָͲྭΝୌࡒͶɼࣰ
ΖɽΉͤ౾ݗ͢ৄݗͲɼචགྷ͵གྷોͳࣰसްՎΝͪ͢ߨͶࣰसϕϫήϧϞΝࣰࡏ
ͪɼ͞ݗ౾݃ՎΝͳͶસࠅͶࣰͪ͜सΪχޮΝ͢ࢨͱࡠࡒگϭϱ
ητρϕͳ͢ͱ͏ͪ͘͏ͳ͓ߡͱ͏Ζɽ 
 
ʨ๏๑ʩ 
ࣰसϕϫήϧϞʲඉື෩๎ࣻಋҒݫોखѽࣰस ʤrVer.2.8ʥΝݗ౾ଲেࡒگͳ͢
ͱɼࣰࡏͶରͤݩΖͳͳͶɼͨͲ՟ୌ఼Νݗ౾ͤΖɽຌߪसͺ௪ɼښ
ָͶ͕͜Ζگوү܉࿇ϕϫήϧϞҲ෨ͳ͢ͱߨΚΗͱ͏Ζɽणߪਫ਼̐ਕ̏ૌͲࣰ
ͳ؏ं̏໌̑໌Ν̏ൟͳ͢ɼϕϫήϧϞ໌̐ंࢬͲͺࣰ౾ݗյࠕΗΖɽ͠ࢬ
ՃΝ͑ߨɽ 
 
ʨՃϛϱφʩ 
˚�τΫηφىफ़ 
 ʀणंߪ಼ࣖࢨ༲ͺద͖֮ 
 ʀτΫηφητρϕͺన͖ 
 ʀ಼༲գଏͺ͵͏͖ 
˚�҈સ؏఼ 
 ʀඅͻ͚ڬΗـͰ͘ 
 ʀԜઝڬΗـͰ͘ 
 ʀͨଠݧثـͰ͘ 
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˚�಼༲ྖͳॶགྷؔ࣎ 
 ʀྖۂࡠͶଲֽ͖͢Ζؔ࣎ͺన͖ 
 ʀໃମ͵͗ؔ࣎͘ۯͲ͘ͱ͏͵͏͖ 
 ʀࣆʀޛࣆॴཀྵͶ͖͖Ζෝ୴ͺ 
 ద͵Ճ૱�˚
 ʀࣰसްՎ͗ΌΔΗΖ͖ 
 ʀਕߪसͳ͢ͱसಚͤ΄͗͘ߴࣆରݩͲ͘Ζߑͳ͵ͮͱ͏Ζ͖ 
 ʀࣰसϕϫήϧϞࡒگͳ͢ͱրྒྷ఼ͺ 
 Ζ͞ͳՃͤڛүϕϫήϧϞࣰसαϱτϱςͳ͢ͱگ�˚
 ʀޮՆ൳ʤஸݘࡠ֮ʥ 
 ʀޮՆ൳ʤԀལཤ༽ݸݘҕʥ 
 ʀޮՆ൳ʤޮޛϓΧϫʖՆ൳ʥ 
 
ʨࣰसʩ 
֕གྷઈ 
ʀࣰसॶʁښָ๎ࣻಋҒݫો૱ιϱνʖگү܉࿇౫ࣰ̐स࣪ 
ʀࣰसؔ࣎ʁ̔̎ 
 
ࣰसτΫηφ 
ʀ̡ ඉື෩๎ࣻಋҒݫોखѽࣰस ʤrVer.2.8ʥ 
ʀߪसΝࣰͤࢬΖଈΪχ 
 

ʽݜर༽รߍ఼ʾ 
 ̏ɿγʖϗϟʖνखѽ -> ྲྀʤࣰस̏ͲࣰࡃࢬΊͳͤΖʥ 

̐ɿඉື෩̩̠سएࡠ -> ̑ਕ̏ૌɼ̐ ਕͺτΫηφࡎى௪ΕͶ
՟ୌΝ͞͵ͤɼ̏໌ͺ༹ͨࢢΝ؏͢ࡱɼ
 Ͱ͏఼ͪΝϟϠͤΖـ

 ̑ɿړͳअṯްՎ -> ՟ୌ A Ͷรߍ 

՟ୌ AʁනԜઝࢾྋࡠ 

জࡒεʖφɼΠέϨϩ൚ʹ͖͞Ͷɼࣰस̐Ͳ࢘༽̩̠ͪ͢ӹର
Ν̐ॶͶ֦̏థͦ͠ף૫ͤΖ 

 εʖφʤ30 cm × 30 cmʥ ̐झྪ ήϩʖϕ֦̏ࡒྋ জࡒ
 ΠέϨϩ൚ʤ30 cm × 30 cmʥ     ήϩʖϕ֦̏ 

A-1-1 ητϱϪηώρφͶজࡒεʖφΝ͚ 
A-1-2 εʖφࠪԾ۳ͶࣰसήϩʖϕߺىΝϜζρέͲͤࡎىΖ 
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A-1-3 ࢘༽ͤΖ̩̠ӹରͺɼݬӹɼγϱϕϩ Aɼγϱϕϩ B ͏ͥ
Η͖ 

A-1-4 ͦ͠ΖॶͺɼεʖφΝ̑×̑ͶۢͮͪϜηʹ͖͞ 

A-1-5 Ԝઝݱͳ͵ΖӹରͶΪϧηΝਃ͢ɼΪϧηͶ
ͪ͢ӹରΝজࡒεʖφͶ఼ͤ͜Ζɽ 

A-1-6 Ԝઝͪ͢εʖφΝητϱϪηώρφ͟ͳϓʖχ಼Ͷ͏ޕҩ
͏ͶΊ॑ɼҲ൫ף૫ͦ͠Ζ 

A-1-7 ʲԜઝॶϟϠ ༽rࢶͶ࢘༽̩̠ͪ͢ӹରɼԜઝॶΝى
͢ɼ୴ࢥߪͶड़ͤΖ 

 
 ̒ɿ๎ࣻഉؼྪͳ࢟ޛ -> τΫηφ௪ΕͶࣰࢬ 
 ̓ɿࣰ݃ݩՎՃ -> ྲྀʤ͍͗ؔ࣎ΗͻৰΗΖఖౕʥ 
 ̔ɿࣰसϕϫήϧϞՃɼݗ౾ -> ࣰस̐ΉͳΌ 
 
ʨࡱߡʩ 
՟ୌڂݜͶͳͮͱɼࣰसͺஎࣟʀٗसಚʀ֮͗దͲ͍Εɼंߪ࿇ण܉үگ
Ͳͺ͵͏Ͳɼࣰस՟ୌୣౕΝ਼దͶՃͤΖ͞ͳͺ್࣏Ͷ͚΄͘Ͳ͍Ζɽ
ࣰसࡠΝ௪ͣͱɼҲ࿊ࡠΝ͏ࢧศͤ͞ͳͲɼಝͶ RI ࡠͲʹ͞Ͷ͗ݧث
͍͖ͮͪɼͨݧثΝ͏͖Ͷ͢ͱյඈͤ΄͖͘ͳ͏ͮͪରݩΝһে͜ΖΓ͑͵ޛࣆ
 ࣟ͠Ηͪ͏ɽ࠸གྷͲ͍Ζ͞ͳΝ॑͗ࡱߡ
Ήͪɼࣰसͺ͍͗ࡒگΗͻͲ͘Ζͳ͏͑Ͳͺ͵͏ɽࣰस࠷Ν॑ͱ͏͚Άʹ
ͶɼࣰसݳΝͤضࢨΖࢥߪघͶΓΖͳ͞Θ͗ඉͶ͘͏͞ͳࣰ͗״Ͳ͘Ζɽ
ͤ͵ΚͬɼࣰसΝ͢࠷Γ͑ͳͤΖ๎ࣻત؇ཀྵ୴ंͺࣰस಼༲ΏࡒگͶଲ͢ͱॉ
͵ཀྵմͳݳͲଲԢྙΝஃ͓ͱ͕͚͞ͳɼՅ͓ͱࣰसదΝࣨݡΚ͵͏Ͳ಼༲
ϔϧρεϣΠρϕΝܩକ͢ͱ͏͚Ϝϋζϟϱφྙ͗චགྷͲ͍Ζͳ͓ݶΓ͑ɽ 
͞ΗΔΝಁΉ͓ͱɼ֦ࢬઅͲਕߪसͳ͢ͱࣰसϕϫήϧϞΝ͑͞ߨͳͶͯ͏ͱɼ
τʖϜɼࡒگɼࣰࢬགྷ͵ʹͶͯ͏ͱɼસࠅͶ͜ͱࣰसΪχͳ͢ͱޮͶͯ
͏ͱɼݗ౾ɼ٠͢ͱ͚ͫ͠͏ɽ 
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 ΖଈͪΌΪχͤࢬसΝࣰߪ
 
ߪ̠̩وसճͶͱࣰसΝࡏ͑ߨͶसಚ͢ͱΆ͢͏݇ 

գͶڬΗ͵͏ʙ͗ٺ͵͏ʙΔ͵͏ 
ਐ͵Εඍ 

 ʂϚνϱΝસͱͬ͘ΞͳཻΌΖʥޤʤԜઝݩࣰ
ηϨρϏʤԜઝ֨ࢯʂས͓࣎͘Ͷགྷқʥ 
ϛίρφતྖܯʤݺਕඅͻ͚ϠωνϨϱήʂૹ෨Ғͳતྖܯ͘ʙݗड़͗͘ʥ 

 ࠬݗԜઝطʀ۫حͶ࢟ݩࣰ
Ԝઝ࣎ݡਫ਼֮Կ 
Ԝઝஇخ६Νࣖͤ͞ͳʤ̙̞̐ഔΝԜઝͳͤΖʥ 

 ͳ͑͞ߨͱͮ࠴ͺࡠݩࣰ
ཱིͮͱअ͏൚͖Δ͘ࠒΞͫͲͺқັ͗ໃ͏ 

̩̠Νͬ࣍ड़ͤͶ۫ح६ඍΝ࠹ݸͶ 
ηϝΠࠬݗ༽ࢶฤΝ६ඍ 
ϟηϓϧηαΝΪϧηϑʖΩʖ಼ͶཱིͱΖ 
ϓϧηα֘͘ॶΝ֮ฯʤϛϨΘࢶฤʥ 
͞Ή͟ΌϒϘρφΝݩࢾ؇಼ͶཱིͱΖ 
ఈ༽ώΠϩΝεϡʖϪ಼ͶཱིͱΖ 
ώΠϩΫϡρϕͶϧϗϩى 
ͤ΄ͱྪ۫حͶघ͚͖͗ʹ͖͑οΥρέ 
ϨϱͳਭΝϕϧϑʖΩͶखΕ͜Ζ 
͍Δ͖ͣΌৢཻਭΝΗͱ͕͚۫حͶͺΗͱ͕͚ 

ϒϘρφԜઝॶΝώρφ಼ͲύϱχϨϱήͤΖ͞ͳ 
ϒϘρφ͗ଗͶ͖͵͏Γ͑Ͷ 
͗ࣙਐଈͶ͖͵͏Γ͑Ͷ 
͘๏ɼ͘ॶͶқ 

 ͺͲ͘Ζͫ͜ྈघͲѽ͑۫ح
ʰӊघͶϒϘρφΝͬ࣍ɼݬӹώΠϩ༲حΝࠪघͲͬ࣍ɼࠪ घࢨͲΫϡρϕΝ͜
Ζࡠʱͅ ɼΉͥ҈ఈͲ͍Ζ͢ɼࠪ घͺړۛࢺͲඅͻ͚Ν͢ͱ͏Ζ͞ͳΝࣟ͠
ͤ΄͘ 
༲حͶӹΝΗΖࡏͶͺฤ๏घͺϒϘρφࡠɼ͑ฤ๏घͲ༲حΝ͓ࢩΖ 
֘Ν͍͜Ζˢ֘Ν͕͚ˢϒϘρφΝͯ࣍ˢӹΝͤࡠΖˢορϕΝࣼͱΖˢϒϘρφ
Ν͚ˢ֘ΝͤΖ 

ӹͺحปͶԌΚͦͱʤඊວ͗ࢆΔ͵͏Γ͑ͶʥͨͮͳͤΖ 
ϟηϓϧηαౙࠠྈघͲ࣍͢ࢩͱ 
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ϜέϫϒϘρφͺوఈྖΝਜ਼֮ͶखͤΖͪΌ۫حͲ͍Ζ 
ηϛφେΚΕͲͺ͵͏ 
Ꭱ፫େΚΕͲ͵͏ 

ορϕໃମ͏ݥΝ͛ʻഉؼྖݰ 
̩̠͗ΖͺɼӹΝϑʖΩʖ͖Δϓϧηαં͏ͲΓ͏ 
ϒϘρφͲͬΉͬΉΗΖචགྷͺໃ͏ 

 ߨΝྯࠬݗԜઝࢨͶघؔۂࡠ
ӹεϱώΠϩͺනԜઝΝঈͤڊΖ͞ͳ 

 ͤΖ͞ͳߑΝਜ਼͚͢ڧͳતྖིఈͲͺɼఈړ
ώρέήϧϱχགྷҾঈڊʪϟηϓϧηα಼̩̠ʙྣંࣰݩൟ̩̠ʫ 
ಝͶ B1FࣰसͺྣൟͳϪΠΤφͶΓΖױমΝैͤྂߡΖ͞ͳ͗චགྷ 

ഉؼॴཀྵघॳ 
ໃؽഉӹॴཀྵ͗྅ͤΖΉͲघୀΝ͠͵͏ɼώρφ಼ϛϨΘࢶࣼͱ͵͏ 
ӹରഉؼ͗સͶॴཀྵ͢श͓ͪΔɼώρφ಼ϛϨΘࢶΝঈ͢ڊͱΓ͏ˢՆ೫ 
घୀԜઝࠬݗ༙ໃ֮ޛɼγʖϗϟʖνϧρϕ͢ͱ͖Δೋ೫Ν
ถͣΖ 

 ୈཀྵಶݩʙࣰࠬݗԜઝطʀ۫حޛश྅ݩࣰ
ࣰस࢟য়ସસͶͤ͞ͳ 
ࣰस࢟ͺ۫حԜઝໃ͖ͮͪͺͥ͵Ͳɼ۫حԜઝ͗ໃ͏͞ͳۂࡠݫ
Ҳ 

ୂड़࣎Ԝઝࠬݗ 
Ήͥજླྀ͢ͲघΝજ͑ 
ύϱχϓρφέϫηϠωνͺηϨρϏΉΉΖ 
घΝࠫ͢ΗɼҲ൬Ԡป͗ηρο͵Ͳɼԣͪ͢ΉΉ̓භΫʖϕˢఈ݃Վ 
ୈ͖Δ߳ΕͱɼҧෲԜઝࠬݗʤਐ͟ΘɼଗԾଈ͵ʹΝοΥρέʥ 
ୂड़࣎ΗοΥρέ 
ಝͶΩʖχͳતྖܯ 

Ԝઝ͗ࠬݗͲ͘ΖਕͶ͵Ζ͞ͳ 
ԜઝΝًͨ͑͢͞͵ࡠ 
Ԝઝͨ͑͢͵ॶ 
Ԝઝ༙ໃ֮ 
ԜઝࠬݗʤγʖϗͶΓΖఈʥٗढ़ 
 ʤअ͏ʥڊঈݱஎતع
ϖρχૺࠬ 
ԜઝͶଲ͢ͱഓྂͤΖৼ͗үͱͻɼࣙਐ͗ԜઝΝًͤ͞͞ͳққࣟͤΖ 
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資料 7. 実習資料(VII) 

  

実習 III 

非密封 RI による汚染発生時の対応技能研修及び討論 

 

 

 

1 放射性表面汚染 

 

1.1 放射性表面汚染に関する基礎事項 

 物品などの表面の放射性汚染のことを放射性表面汚染という。物品の材質や性状、汚染源と

なるＲＩの化学形や溶媒の特性などによって、固定性（固着性）の表面汚染（fixed surface 

contamination）と遊離性の表面汚染（removable surface contamination）がある。固定

性の場合、除染が困難なことが多いが、その反面汚染が拡大するリスクは低い。一方、遊離性

の場合は、蒸発や揮発、または人為的な行為（接触、塗り広げ等）による汚染箇所の移動や拡

散、高い湿度や薬品等による腐食を介した拡散なども念頭において、起点となる汚染箇所より

も広範囲の汚染をあらかじめ想定しておくなど、臨機応変な対処が求められる。 

 表面汚染箇所を発見したら、まずは汚染の程度と汚染の範囲を特定する必要がある。現場の

状況によっては、汚染拡大（二次汚染）を防ぐためにも、迅速に汚染の程度と範囲の評価を行

い、適切な除染を実施しなければならない。汚染の程度と汚染の範囲を特定する際の指標とな

るのが『表面汚染密度 （activity per unit area）[Bq/cm2]』である。 

 本実習は、表面汚染密度の算出方法に慣れ、除染の際に留意すべき事項を体験的に整理する

ことを主たる目的とする。 

 

1.2 表面汚染密度の測定 

 表面汚染密度は「直接測定法（direct measurement of surface contamination）」また

は「間接測定法（indirect measurement of surface contamination）」により測定する。

後者はふき取り法またはスミア（smear）法とも呼ばれる。 

 直接測定法は、固定性および遊離性の汚染の和を測定することができるが、測定時に外部放

射線の影響を受けやすい。一方、間接測定法は外部放射線の影響はないが、遊離性の汚染のみ

測定可能であり、また「ふき取り効率」を考慮する必要がある。 

 なお、表面汚染密度を求める際に使用する測定器類は、放射能検出限界が表面汚染の密度限

度の 1/10a以下であることが必須となる。 

 

                                                        
a「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」（平成⼗⼆年⼗月⼆⼗三⽇号外 科学技術庁告⽰第五号、最終改正：
令和元年六月一⽇ 原⼦⼒規制委員会告⽰第一号）第⼗六条（管理区域から持ち出す物に係る表⾯の放射性同位元素の密
度） 
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※ 以下の測定方法及び表面汚染密度の計算方法は、国際規格 ISO 7503-1 を基に作成され

た JIS 規格 4504「放射性表面汚染の測定方法 – β線放出核種（最大エネルギー0.15MeV

以上）及びα線放出核種」（2008 年発行）に準拠している。 

 

1.2.1  直接測定法の手順と表面汚染密度の計算方法 

 直接測定法では、測定器を汚染箇所にできるだけ近づけて計数率を測定する。 

 

1.2.1.1 直接測定法の手順と留意事項 

① 測定対象物の表面上を、ゆっくりと一定の速度で検出器を移動させながら汚染

箇所を探索する。 

② 汚染を検出したら、測定器をできるだけ近づけaて（測定点と測定器との幾何学

的配置を実習 I の標準線源と検出器との配置と同じにする）、その場所で十分な時間

（測定器の時定数の３倍以上）静止し、計数率を読み取る。 

 

1.2.1.2 直接測定法の計算方法 

 表面汚染密度 As（Bq/cm2）を求めるための計算式は以下のとおりb。 

 ただし、汚染面積は測定器の有効窓（入射窓）の面積と同等または広いものとし、

有効窓面積における表面汚染密度は均一とみなす。 

 

     As  =  ( N – N b ) / (  i x W x  s ) 

 

    N  ： 計数率（cps） 

        N b ： バックグラウンド計数率（cps） 

         i   ： 機器効率 instrument efficiencyc 

        W  ： 測定器の有効窓面積（cm2） 

         s  ： 線源効率 efficiency of a souraced 

 

 なお、機器効率 i は、表面放出率がわかっている標準線源を用いて、以下の式に

より求める。 

 

      i  =  A / N s  

   A  ： 計数率（cps） 

       N s ： 表面放出率  

                                                        
a 距離を⼀定に保つために、スペーサなどを⽤いる場合もある。 
b 計算式右辺中の  i x W x  s が実習 I の「表⾯汚染密度換算係数[Bq/cm2/cpm]」に相当する。ただし、この係数を⽤
いる場合はN – N bの単位を cpm にすること。 
c 機器効率：線源の表⾯放出率（線源の表⾯から単位時間に放出される粒⼦数）に対する測定器の正味計数率の⽐。 
d 線源効率：線源中の放射線放出率（線源から単位時間あたりに放出される粒⼦数）に対する表⾯放出率の⽐。 
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 また、線源効率 sは線源の性状によって変化するため、実験的に求めることが困

難な場合がある。その場合は安全側の数値として次の値を用いて安全側に評価する。 

 

  s = 0.5 [ β線放出核種（ Emax ≧ 0.4 MeV ）] 

  s = 0.25 [ β線放出核種（ 0.15 MeV 㸺 Emax 㸺 0.4 MeV ） 

       および α線放出核種] 

 

 

1.2.2  間接測定法（ふき取り試験、ふき取り法、スミア法）の手順と表面汚染密度の測定方法 

 間接測定法では、測定対象となるものの表面をふき取りろ紙（スミアろ紙）などで擦り、

ろ紙へ移行した放射能を測定器で測定することで遊離性表面汚染を評価する。測定器を測

定箇所に近づけることが物理的に困難な場合や、外部放射線量が高い場合などに有効な測

定法である。 

 

1.2.2.1 間接測定法の手順と留意事項 

① 乾式、または湿式（ふき取りろ紙を適切な液体で湿らせてふき取る）aでふき取

りを行う。 

② ふき取る対象物（試験対象物）が平滑な場合はふき取りろ紙を使用し、平滑で

ない場合はキムワイプや綿布などを用いるとよい。 

③ ふき取り面積は『 100 cm2 』bとし、この範囲内を一様にふき取る。 

④ 測定面を適切な強さの力でふき取る。均一で一定の力となることが望ましい。

このため、通常は指で押さえられる大きさの円形ろ紙が用いられる。 

⑤ ふき取りの強さは、通常の作業等において接触する場合と同程度の強さが望ま

しい。１回のふき取りで遊離性表面汚染の全部をふき取ることはしない。 

⑥ 対象物をふき取ったろ紙を測定器で計測する。 

 

1.2.2.2 間接測定法の計算方法 

 ふき取ったろ紙上の単位面積あたりの遊離性表面汚染の放射能 Asr（Bq/cm2）を

求めるための計算式は以下のとおり。 

 

     Asr  =  ( N – N b ) / (  i x F x S x  s ) 

 

       N  ： 計数率（cps） 

                                                        
a 湿式の場合は、ろ紙などから液体がにじみ出ないようにする。また、ふき取り後にろ紙が⽔分を含んでいる場合は、放
射能の損失に注意しながら乾燥させてから計測する。とくにα線放出核種の湿式ふき取り試験の場合は、汚染のろ紙内⾯
への侵⼊やろ紙の残存⽔分により過⼩評価となりやすいことに注意する。 
b ふき取る⾯積は検出器の有効⾯積と等しいか、または⼩さくなければならない。 
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       N b ： バックグラウンド計数率（cps） 

        i   ： 機器効率 instrument efficiency 

       F   ： ふき取り効率 removal factor 

       S   ： ふき取り面積（cm2） 

        s  ： 線源効率 efficiency of a sourace 

 

 機器効率 iおよび線源効率 sは、1.2.1.2 の値に同じ。 

 

 ふき取り効率 F は、「ふき取り試験（smear test）」を実施して実験的に求めるこ

とができる、（本実習ではふき取り効率を実験的に求める）。 

 

     F  =  Ap / Ar  

   Ap  ： １回のふき取り試験でふき取った放射能 

       Ar ： 試験を行う前の遊離性表面汚染の放射能 

 

 たとえば、ある床材のふき取り効率を求めようとする場合は以下のように求める。 

 

       （床材上でのスミア前の計数率 – 床材上でのスミア後の計数率） 

             （床材上でのスミア前の計数率 – バックグラウンド計数率） 

 

 ふき取り効率の精度を高めたい場合は、ふき取り試験を何回もくりかえしてふき

取り効率を算出する。 

 

 また、ふき取り効率を実験的に求めることが困難な場合は、安全を考慮して

「 0.1 」を用いることが国際規格や JIS 規格で推奨されている。しかしこの値は

過剰に安全側の値であり、一般的な放射線施設においては、ふき取り効率が汚染表

面の材質や状態に依存することを考慮して、以下の数値が用いられる。 

 

汚染表面の材質 ふき取り効率 

非浸透性固体表面 

（ポリ塩化ビニル製の板やシート、ガラス板など） 

0.5 

浸透性固体表面 

（木製板、表面無処理のコンクリートなど） 

0.05 

非浸透性・浸透性の区分をしない場合 0.1 

    

  

F  =
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2 放射性表面汚染の除染方法 

 

2.1 表面汚染の除染の基礎 

① 汚染箇所が発見されたら、まずは汚染箇所に印をつけて（マジックなどで広めにマークす

る）、立入禁止等の措置をとる。次いで、汚染箇所の周辺を広範囲にサーベイし、周辺への汚

染拡大がないかを追跡調査する。 

② 汚染源となった RI の核種と放出線種、エネルギー、化学形などの情報を可能なかぎり集

めておくと、安全かつ効率的な除染計画を立てることができる。 

③ RI を含む溶液の場合、溶媒の性質（有機溶媒か無機溶媒か、揮発性の有無等）や、汚染さ

れたものの材質との関係を考慮して、効果的かつ効率的な除染計画を立案する。 

④ ③が不明で、非浸透性の固体表面の場合は、以下の順番で除染を試みる。 

  (1) 乾いた紙や布などでふき取る（乾式ふき取り）。 

  (2) 湿らせた紙や布などでふき取る（湿式ふき取り）。 

  (3) 薄めた中性洗剤を塗布した後に、乾いた紙や布などでふき取る。 

  (4) キレート形成剤（EDTA やシュウ酸など）を含む水溶液や市販の除染剤を塗布した 

    後に、乾いた紙や布などでふき取る。 

⑤ ワックスが十分に塗布された床面の場合、アルコールなどでワックスごとふき取るだけで

除染できることがある。 

⑥ 浸透性固体表面の汚染の場合は、汚染部分を削り取って表材を張り替える等の措置をとる。 

⑦ 床面の除染は、履物等により除染者が汚染を拡大してしまうことがある。除染する部屋の

出入り口で履物の履き替えを徹底すると二次的な汚染拡大範囲を限定することができる。 

⑧ 広範囲の除染の場合は、複数名（除染を行う者、除染により発生する廃棄物等を回収する

者、測定者の三人体制など）で除染作業を実施すると安全である。 

⑨ 短半減期核種による汚染で除染が容易ではない場合は、十分な時間をおいて減衰を待つの

も有効である。 

 

2.2 除染係数・除染率 

 以下の手順で除染係数または除染率を求め、除染の効果を評価する（本実習では省略）。 

 

 除染係数 = 除染前の表面放射能（Bq） / 除染後の表面放射能（Bq） 

 除染率  = （除染前（Bq） – 除染後（Bq）） / 除染前（Bq） x 100（%） 
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3 実習 III 「表面汚染箇所の特定とスミア法によるふき取り効率の算定」 

 

3.1 本実習で用いる物品等（準備するもの） 

 

・実習 I で表面汚染密度換算係数（Bq/cm2/cpm）を求めた広口ＧＭサーベイメータ 

・実習 II で他の班が汚染をさせた床材（c, g） とアクリル板（a） 

・ふき取りろ紙（スミアろ紙/スプーン型）１０枚  ・紙製ウェス（キムワイプ等） 

・スプレーボトル  ・廃棄物用ポリ容器とビニル袋（可燃物用・難燃物用） 

・油性マジック   ・ラップ  ・手袋   

 

3.2 実習の手順 

 

3.2.1  準備 

① ＧＭサーベイメータのプローブ前面をラップで覆う。 

② スプレーボトルに水道水を入れる。 

③ 廃棄物用ポリ容器にビニル袋をかぶせ、放射性廃棄物の一時的な置き場を準備する。 

④ 手袋を装着する。 

 

3.2.2  汚染箇所の特定、直接測定法および間接測定法による表面汚染密度の測定 

① アクリル板（a）を実験台の上に置く。 

② ＧＭサーベイメータで汚染箇所を特定し、油性マジックで印をつける（係数値が高い

部分を中心に広めに囲む）。 

③ 油性マジックで囲んだ部分でＧＭサーベイメータを静止させ、直接測定法（1.2.1.1

参照）により汚染箇所の計数率を測定する。 

  ＊時定数の三倍以上の時間をかけて測定すること。 

④ 間接測定法によるふき取り（1.2.2.1 参照）を行う（乾式ふき取り）。 

  ＊汚染箇所を中心とする 10cm 四方（100cm2）を、スミアろ紙をアクリル板に 

   一定の強さで押しつけながらふき取る（力を無理に加えないこと）。 

⑤ ふき取り後の汚染箇所の計数率を、③と同様の方法で測定する。 

⑥ スミアろ紙を、アクリル板を擦った面を上にして机上に置き、③と同様の方法で 

  スミアろ紙へ移行したＲＩの計数率を測定するa。 

 

⑦ 床材（クリーム色の床材（c）と灰色の床材（g））についても①～⑥の操作を行う。 

  ＊ふき取りの際には、アクリル板のときと同じくらいの強さでふき取ること。 

 

                                                        
a 本実習では GM サーベイメータを⽤いた簡易測定のみに留めるが、正確に測定する場合は 2πガスフローカウンター
や液体シンチレーションカウンターが適している。 
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 記録（直接計測法と間接計測法）  

 

ＧＭサーベイメータのバックグラウンド計数率 N b ：          cpm 

           ：          cps 

 

 

アクリル板（a） 

   

   

★ 
  

 

汚染箇所 ふき取り前（ア） ふき取り後（イ） スミアろ紙（ウ） 

A - 1 cpm cpm cpm 

A - 2 cpm cpm cpm 

 

床材（クリーム色、c） 

   

   

★ 
  

 

汚染箇所 ふき取り前（ア） ふき取り後（イ） スミアろ紙（ウ） 

B - 1 cpm cpm cpm 

B - 2 cpm cpm cpm 

 

床材（灰色、g） 

   

   

★ 
  

 

汚染箇所 ふき取り前（ア） ふき取り後（イ） スミアろ紙（ウ） 

C - 1 cpm cpm cpm 

C - 2 cpm cpm cpm 
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3.2.3  水を用いたふき取り 

① スプレーボトルの水を汚染箇所付近に噴霧し、キムワイプでふき取る（湿式ふき取り）。 

② ふき取ったキムワイプに付着したＲＩを GM サーベイメータで測定し、汚染がふき

取られていた場合は可燃性放射線廃棄物の袋に入れる。バックグラウンドレベルの場合は、

非ＲＩ用のゴミ箱（各実験台の足元付近に置いてある）に廃棄する。 

③ 湿式ふき取り後の汚染箇所付近の計数率を直接測定法で測定する。 

 

 

 記録（湿式ふき取りの効果）  

 

アクリル板 （a）  床材１（c）  床材２（g） 

汚染箇所 ふき取り後（エ） 汚染箇所 ふき取り後（エ） 汚染箇所 ふき取り後（エ） 

A - 1 cpm B - 1 cpm C - 1 cpm 

A - 2 cpm B - 2 cpm C - 2 cpm 

 

 

 

3.2.4  かたづけ 

① 測定に用いたアクリル板（a）や床材（c, g）はそのまま置いておく。 

② ふき取りに使用したスミアろ紙やキムワイプ等をＧＭサーベイメータで測定し、汚染

がある場合は可燃物放射性廃棄物の袋へ入れる。ない場合は非ＲＩ用のゴミ箱へ。 

③ 手袋に汚染がないかＧＭサーベイメータで確認する。汚染がある場合は難燃物放射性

廃棄物の袋へ入れる。ない場合は非ＲＩ用のゴミ箱へ。 

④ 放射性廃棄物の袋の中の空気をなるべく抜いて、口をしばる。 

⑤ 実験台周辺（アクリル板や床材、廃棄物の袋の近辺は除く）に汚染がないかＧＭサー

ベイメータで確認する。 

⑥ ＧＭサーベイメータのプローブを覆っていたラップを外してゴミ箱に捨てる。 

 

※ 以上で管理区域内での実習は終了です。 

  講義室に戻り、次ページ以降の計算を実施してください。 
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資料 8. 資料 5~7 の実習における準備マニュアル
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